
■事業者の皆さまへ

　令和元年10月1日から消費税および地方消費税の税率が8％から10％に引き上げられ、同時に消費税の

軽減税率制度が実施されました。

　対象品目は、大きく分けて

　①飲食料品（酒類・外食等を除いたもの）　②週2回以上発行される新聞（定期購読契約に基づくもの）

の2つですが、例えば、

•対象品目の販売（売上）がない事業者の方で、これらを経費で購入する場合

•消費税の申告の必要がない免税事業者の方で、取引先から税率ごとに区分した請求書を求められる場合

など、この制度は多くの事業者の方に関係します。

　なお、消費税の申告が必要な事業者の方は、法人は令和元年10月を含む事業年度から、個人事業者は令

和元年分から、この制度に基づいた申告を行っていただくこととなりますが、税務署では、そのために必要

な区分経理・記帳、決算処理、申告書の作成方法等に関する説明会を開催しています。

　また、説明会の日程や軽減税率制度に関する詳しい情報は、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）内の

特設サイト「消費税の軽減税率制度について」をご覧ください。

　ご不明な点は、軽減コールセンター（℡0120（205）553）、または阿蘇税務署にお尋ねください。

令和2年（H31年1月～R元年12月分）所得税確定申告 日程表
（村県民税・国民健康保険税申告）

１　大学生、専門学生、専業主婦、病気等で働け
なかったなど無収入の方

２　遺族年金、障害年金受給者の方
３　専従者給与の方や配偶者・扶養控除の該当の

方で、所得証明書が必要な方
４　年金400万円以下の年金受給者の方も住民税

申告はしなければなりません！

申  告  会  場

税理士無料相談日を3月3日（火）～6日（金）の4日間設けておりますので、ぜひご利用ください。

月日 曜日 指　定　地　区　名

午前中は指定地区の人で大変混雑しますので、指定日の人が優先となります！

指定日に来られない方は、午後から申告ができます。ご協力お願いします。

南阿蘇村役場 2階 大会議室

申告受付時間 午前8時30分～11時30分／午後1時～4時

下記の人も申告が必要となりますので、
必ず申告においでください。 

下記の手続きなどに影響する場合があります。
　国民健康保険料の軽減判定、介護保険料、後期
高齢保険料、保育料の算定、公営住宅入居の申込み、
国民年金免除申請、扶養認定など、軽減等を受け
られない場合や、所得証明や課税証明書が、未申
告として発行されます。

【申告しないと…】

※昨年、利用者識別番号を取得された方は、
確定申告時に必ず、「電子申告・納税等に係
る利用者識別番号等の通知書」を持参いた
だきますようお願いします。
　なお、まだ取得されていない方は、申告当
日取得も可能です。
　利用者識別番号を取得されると、添付資料
が不要になったり、還付金が2週間程で戻っ
てきたりと大変便利です。

【お願い】

第一駐在・第六駐在

第三駐在・第九駐在

第四駐在

第五駐在

第八駐在

第二駐在、第七駐在

喜多・乙ヶ瀬

下田・栃木

東下田・袴野・赤瀬

下野・沢津野

立野・立野駅 （税理士無料相談日）

黒川・新所・加勢 （税理士無料相談日）

長野・川後田 （税理士無料相談日）

中松三 （税理士無料相談日）

白川西・吉田一

両併二・一関一

一関二・吉田三

両併一・白川東

中松一・吉田二

中松二・両併三

2月17日

2月18日

2月19日

2月20日

2月21日

2月25日

2月26日

2月27日

2月28日

3月2日

3月3日

3月4日

3月5日

3月6日

3月9日

3月10日

3月11日

3月12日

3月13日

3月16日

月

火

水

木

金

火

水

木

金

月

火

水

木

金

月

火

水

木

金

月

税務署が開設する申告相談会場のご案内
　税務署が開設する申告相談会場および税理士会による確定申告無料相談会場は、次のとおりです。

　なお、申告書は会場内で作成・提出することもできますが、国税庁ホームページで作成し、e-Taxによる送信ま

たは印刷して郵送などにより提出することができますので、ご利用ください。

■熊本地震により家屋に被害のあった方へ

　熊本地震により被災された家屋で、平成28年分の確定申告に

おいて雑損控除申請が済んでいない人、または、すでに済んだ人で、

平成29年～平成31年（令和元年）中に修理した費用などの雑損

控除計算書の作成および住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）

を受け、借り換えなどを行った人の申告書作成会を２月6日～7

日に行います。該当する人は、必要書類を持参のうえお越しくだ

さい。

必要書類

•平成28年～30年確定申告書

•固定資産税課税台帳（名寄せ帳）

•登記事項証明書（法務局発行）

•工事請負契約書・売買契約書・領収書

•年末残高証明書（金融機関発行）

•保険補填金確認書など

〈問い合わせ〉阿蘇税務署　℡0967（22）0551 ※自動音声案内に従い「２」を選択

■税務署が開設する申告相談会場

申告相談会場

阿蘇税務署
（阿蘇市一の宮町宮地1944番地）

℡0967（22）0551
※自動音声案内

2月17日（月）～3月16日（月）
※土・日・祝日を除く午前9時～午後4時
※申告時期は事前予約は不要です。

電話番号期間・受付時間

■税務署による出張相談会

申告相談会場 電話番号期間・受付時間

役場１階 西会議室 ℡（67）2703
2月6日（木）～7日（金）
午前9時～午後4時

■南九州税理士会による確定申告無料相談会場

申告相談会場 電話番号期間・受付時間

役場２階 会議室 ℡（67）2703
2月9日（日）

午前10時～午後4時
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■確定申告に関するご相談は、確定申告電話相談センター「０」番へ！

　熊本国税局では、令和2年1月16日（木）から3月16日（月）までの間、所得税・消費税・贈与税の確定申告に関

する電話相談に対応するため、「確定申告電話相談センター」を開設しています。

　阿蘇税務署に電話していただき、音声ガイダンスに従って「０」番を選択した後、ご用件をお話しください。相談

会場や受付時間などのお問合せについては、専用オペレーターがお答えします。また、お問合せの内容によっては

電話を転送し、職員などがお答えします。

　なお、おかけいただく時間帯によっては、つながりにくい場合や少々お待ちいただく場合がありますので、あら

かじめご了承願います。

　確定申告以外の国税に関する一般的な相談は、「熊本国税局電話相談センター」をご利用ください。阿蘇税務署に

お電話いただき、自動音声案内に従って「１」番を選択していただくと、熊本国税局電話相談センターの職員がご相

談をお受けします。

■消費税の確定申告は、区分経理が必要です！

　令和元年10月から消費税率の引上げおよび軽減税率制度が導入されたことで、令和元年分の消費税の確定申告

書は、これまでの手順で作成できなくなります。

　これまでは、

①「帳簿（元帳等）」から「青色申告決算書」などを作成

②「青色申告決算書」などから転記するなどの方法で「課税取引金額計算表」などを作成

③「課税取引金額計算表」などから消費税の確定申告書を作成

しておりましたが、令和元年分の消費税の確定申告は、

①区分経理された「帳簿（元帳等）」から「課税取引金額計算表」等を作成

②「課税取引金額計算表」などから消費税の確定申告書を作成

することとなりますので、適用税率ごとに区分した帳簿（元帳等）を作成してください。

　詳しくは、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp/　または　　　　　　　　　　　）をご覧いただくか、

阿蘇税務署にお尋ねください。

■自宅からネットが便利  申告・納税  e-Tax

　「国税電子申告・納税システム（e-Tax）」では、自宅やオフィス、税理士事務所などからインターネットを利用して、

国税に関する各種手続（①所得税（及び復興特別所得税）、法人税・地方法人税（及び復興特別法人税）、相続税、贈与税、

消費税および地方消費税、酒税、印紙税の申告、②全ての国税の納税、③納税証明書の交付請求および法定調書の提

出などの申請・届出など）ができます。

　詳しくは、e-Taxホームページ（www.e-tax.nta.go.jp　または　　　　　　　　　　　）をご覧ください。

　固定資産税は、土地や建物のほか、事業で使用する構築物や機械、備品などの資産についても課税されます。
　そのため、償却資産を所有している方は、地方税法に基づき毎年1月1日現在の所有状況を資産の所在する市町
村に申告しなければなりません。法人や自営業の方も申告の対象となります。

①事業に利用することができる、土地および家屋以外の資産
②鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産でないこと
③減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費と
して算入できるもの
④自動車税や軽自動車税の対象である車両などでないこと

　家屋の屋根や遊休地などに設置された事業用の太陽光発電設備は、償却資産の申告対象となります。

〈問い合わせ〉阿蘇税務署　℡0967（22）0551 ※自動音声案内

①家屋の新築、増築、取り壊し

②未登記家屋の売買、贈与などによる所有権移転

③家屋の用途変更（倉庫から住宅への変更など）

④土地の利用状況の変更（地目の変更など）

　固定資産税（土地・家屋・償却資産）は、1月1日現在、

所有者として登記（登録）されている人に課税され

ます。しかし、家屋の滅失（取り壊し）や未登記家

屋の所有権移転などの情報は、把握が困難なため、

課税誤りや課税漏れとなる可能性があります。

　令和元年中に右枠内①～④のいずれかに該当する

事例がありましたら、お手数ですが税務課課税係に

ご連絡ください。

※税務課で発行する「固定資産税名寄帳兼課税台帳」や毎年送付し
ている「固定資産税課税明細書」で、ご自身が所有する固定資産
の確認をお願いします。

ご自身の固定資産を把握されていますか？

固定資産税は、事業用資産（償却資産）にもかかります

　阿蘇地区租税推進協議会が主催で募集した「税に関する習字」に対して、村内小学校の児童が作品を応募。2人の

児童が南阿蘇村村長賞に選ばれ、それぞれの小学校で吉良村長から賞状と記念品を受け取りました。

　2人の習字作品は、役場1階ロビーにて展示されています。

〈受賞者〉

税に関する習字　表彰

課税対象

申告が必要な償却資産

太陽光発電設備

　前年度に申告した方、申告が必要と思われる方などには、12月中に申告書を送付します。なお、償却資産の増加・
減少がない方も申告が必要です。
　また、新たに申告が必要となる方で、申告書をお持ちでない方はご連絡ください。

申告書の送付

【提出期限】令和2年1月31日（金）　【提出先】税務課課税係（固定資産担当）

申告書の提出期限・提出先

【問い合わせ先】税務課課税係　℡（67）2703

設置者

個人(住宅用)

個人(事業用)･法人

全量・余剰売電(10kW以上)

事業用資産となり申告対象

事業用資産となり申告対象

余剰売電(10kW未満）

住宅用設備となり申告対象外

1

2

3

4

5

6

資産の種類 主な償却資産の内容

舗装路面、広告塔、門、塀、ビニールハウスなど

プレハブ等の建物で基礎がないものなど

受変電設備、発電機設備、給排水施設など

農業用機械、太陽光発電機器など

モーターボート、作業船など

飛行機、ヘリコプター、グライダーなど

大型特殊自動車など（自動車税・軽自動車税が課税されるものは対象外）

机、椅子、パソコン、レジスター、各種工具など

機械及び装置

船舶

航空機

車両及び運搬具

工具・器具備品

構築物

建物

建物附属設備

構築物

国税局 検索

e-Tax 検索

白水小学校 5年　興梠 香里奈さん
か り な こ より

南阿蘇西小学校 4年　北野 来和さん
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